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１  市民協働指針改定の背景と目的  

 

（１）改定の背景  

橿原市では、平成 25 年 3 月に「橿原市市民協働指針」を策定し、橿

原市第 3 次総合計画に基づき、市民と行政※１が協働して進めるまちづ

くりに取り組んできました。その後、令和 3 年 3 月に策定された橿原

市第 4 次総合計画※２では、政策目標の一つに「みんなが健やかに、支

え合って暮らせるまち」を掲げ、市民が主体的に地域に関わる姿勢や、

信頼に基づく行政運営の推進が重視されています。  

指針策定時から現在にかけて、 ICT※３の急速な普及により、SNS を

通じた情報発信や交流が日常化し、世代や地域を越えた新たなつながり

が生まれました。一方で、情報量の増加に伴う混乱や意見の分断などの

課題も顕在化しています。また、近年は地震や風水害が相次いで発生し

ており、災害への備えや、平時からの地域内の連携・支え合いの重要性

が一層高まっています。こうした情勢の変化を踏まえ、行政においても、

市民との対話や協働を基盤とした取組が求められています。  

このような中、一つ目に、全国的な人口減少・少子高齢化や価値観の

多様化、コロナ禍 ※ ４を経て、社会構造や地域課題は大きく変化し、地

域のニーズは多様化・複雑化しています。二つ目に、地域の担い手は、

防災・防犯・福祉など、行政だけでは対応しきれない分野で重要な役割

を担っている一方、構成員の高齢化や担い手不足、活動負担の増加など

の課題も顕在化しています。  

こうした状況を踏まえ、市民と行政がそれぞれの強みを活かして協力

するとともに、自治会や市民活動団体の活動を支え、持続可能な地域づ

くりを進めていくことの重要性が、これまで以上に高まっています。  

 

（２）改定の目的  

これらの背景を踏まえ、橿原市では平成２５年３月に策定された「橿

原市市民協働指針」の改定に向け、学識経験者や公募市民による「市民

活動推進会議」、庁内の「推進委員会」及び「実務担当者部会」などで

協議を重ねてきました。  
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今回の改定では、従来の協働の基本的な考え方や方向性は維持しつつ、

以下の点を強化します。  

 ・制度や仕組みの見直し  

 ・新たな協働事業への取組  

 ・多様な主体が関われる環境づくり  

これにより、市民一人ひとりが主体的に地域活動に関わり、誰もが安

心して暮らせる、持続可能なまちの実現を目指します。  

◆「多様な主体」とは  

市民協働の担い手である「多様な主体」とは、以下のような多様な立

場の人及び団体を指します。  

「市民」：橿原市に在住・在勤・在学するすべての個人  

地 縁組織※ ５（自治会等）、NP O 法人、ボランティア団体

などの市民活動団体、企業、学校、経済・産業団体などの

各種関係団体  

  「行政」：橿原市  
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２  市民協働とは   

 

（１）協働   

「協働（きょうどう）」とは、異なる立場や役割を持つ人や組織が、

それぞれの特性を活かしながら共通の課題や目的に向かって連携・協力

する仕組みを指します。  

英語では以下のような表現が用いられます。  

・Par tnersh ip（パートナーシップ）：対等な関係性での連携  

・Col labora t i on（コラボレーション）：協力による相乗効果  

・Coproduct i on（コ・プロダクション）：共に創り出すプロセス  

協働は、その実施自体が目的ではなく、課題を解決するための「手段」

です。単独では解決が難しい課題に対して、話し合いを重ねながら、お

互いの不足を補い合い、効果的かつ効率的な解決策を導き出すことが可

能になります。  
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（２）市民協働の考え方   

市民協働とは、市民と行政が、それぞれの役割と責任を認識しながら、

共通の目的の実現に向けて連携・協力するまちづくりの取組を指します。  

市民協働は、この考え方に基づき、具体的には次のような取り組みが

求められます。  

・主体的な参画  

市民や行政が施策や事業の計画・実施・評価に主体的に関わる  

・協働プロセスの理解・浸透  

地域のつながりを活性化し、協働の考え方や進め方を共有  

・資源・能力の持ち寄り  

市民と行政が協力し共通目的を達成  

・多様な協働形態の尊重  

  行政主導・市民主体など、状況に応じた柔軟な連携  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すなわち、市民協働とは、単に役割を分担することではなく、共創

「共に考え、共に創る」という理念に基づいた、持続可能なまちづくり

のための実践的な手法です。  

また、このように、市民協働は特定の立場の人だけが担うものではな

く、地域に関わる全ての主体が協力し、共に地域づくりに参加する活動

です。   
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  さらに、多様な主体がそれぞれ主体的に担う活動のほか、互いに協

働の活動領域が重なり連携して行う活動もあります。社会貢献活動に

関心を持つ企業等も協働に参画するなど、協働の組み合わせは様々で

す。  

 

 

（３）市民協働の必要性  

近年、地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、以下のような状況に

なります。  

  ・地域活動の担い手の高齢化  

  ・価値観やライフスタイルの多様化  

  ・地域課題の多様化・複雑化  

  ・市職員数の減少及び市の限られた財源による行政サービスの対応

の限界  

このような状況の中、行政だけで地域の全てのニーズに応えることは

困難になっています。そのため、地域の課題解決や持続可能なまちづく

りの実現には、多様な主体がそれぞれの立場から連携・協力し合う「市

民協働」の取組が不可欠であるといえます。   

協働の関係  

市民の範囲                        行政の範囲  

市民主体  市民主導  対等  行政主導  行政主体  

市 民 が 責 任

を 持 っ て 独

自に行う  

市 民 主 導 の

下 で 行 政 が

協力する  

市 民 と 行 政

が 連 携 ・ 協

力して行う  

行 政 主 導 の

下 で 市 民 の

協力で行う  

行政が責任を

持って独自に

行う  
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（４）市民協働の効果  

市民協働を推進し、多様な主体がそれぞれの役割を認識し、それぞれ

の信頼関係を築くことで、地域社会が活性化し、行政運営の質の向上に

繋がることになります。  

①  きめ細やかなサービスの実現  

・市民自らが小さな地域課題や生活ニーズに気づき、解決に動くこ

とで、行政だけでは届きにくい現場に根ざしたサービス提供が可能

になる。  

②  みんなでつくるまちづくり  

・「自助・互助・共助・公助 ※６」の多様な力を活かし、地域課題を

解決する。  

・市民が主体意識を持ち、行政と協力して、知恵や力がまちづく  

りに反映される。  

③  行政運営への効果  ※橿原市第 4 次総合計画 27 行政運営より  

・共創する人材の育成：市民と行政が一緒に考え、協力できる人  

材を育て、行政の効率を高める。   

・多様な主体との協働：市民と協力することで、効果的な施策を実

現し、市民と行政の信頼関係を深める。  

・行政運営の最適化：市民のニーズや社会情勢に応じて、行政の運

営をより効率的にする。  

・信頼の行政運営：「市民とともに『かしはら』をつくる」という

信頼関係が基盤となり、まちづくりが進む。  
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３  橿原市の状況  

 

（１）現状、課題  

①  社会環境の変化と市民協働の必要性  

橿原市を取り巻く社会環境は、人口減少・少子高齢化の進行、価  

値観の多様化など、大きく変化しています。これに伴い、地域社会で

は個人と地域とのつながりが希薄化し、地域コミュニティ ※ ７の担い

手不足や支え合いの仕組みの脆弱化が顕在化しています。  

一方で、地域や社会への貢献意欲を持つ市民も増加しており、

NPO やボランティア、企業などの活動が活発化しています。こうし

た市民の力を地域課題の解決やまちづくりに活かすには、市民と行政

が連携し、共に取り組む新たな協働体制の構築が求められます。  

②  自治会・市民活動団体の重要性と課題  

   自治会や市民活動団体は、防災、防犯、福祉、環境、美化活動な

ど、行政だけでは対応しきれない分野で重要な役割を果たしていま

す。  

しかし近年、次のような課題が深刻化しています。  

・構成員の高齢化と後継者不足  

・役員の固定化や活動負担の増加  

・活動の継続性や次世代への引き継ぎへの懸念  

こうした現状を踏まえ、自治会や市民活動団体の活性化や組織力  

の強化に向けた支援の充実が急務となっています。  
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③橿原市における市民協働の現状と課題  

現状及び課題（一例）※部局への調査結果  

分野  現状の取組  課題  

①防災  防災講座や消火訓練・救命処

置訓練・煙体験訓練等を実施。 

市民の自助・共助に対する一

層の理解や意識向上の機会確

保。公助としての避難所不足

や備蓄物資の確保困難な状況

が不安。  

②官民

連携※８  

 

  

民間企業等と包括連携協定※

９の取りまとめ。各部局と企

業の橋渡し役。  

  

協定を締結したものの、実際

の取組が不十分なものもあ

り、協定が形骸化しているケ

ースもある。  

③市民

協働  

 

  

市民活動団体への情報提供や

講座開催などの支援や活動支

援の補助。  

  

団体会員の高齢化・減少、若

年層の参加が限定、次世代へ

の継承が課題。役員負担によ

る運営の持続性に課題。   

④補助

金制度  

 

 

 

 

 

 

  

補助金・助成金・交付金の交

付を通じて間接的に市民協働

に関与。  

 

 

 

 

 

  

特定団体が長期間にわたって

補助金を受けることによる既

得権化※１０、社会情勢の変化

による当初の補助目的からの

乖離、補助金へ依存すること

による自立性阻害※１１、補助

金の交付申請等に関する業務

を市が一部において代行して

いることなどが課題。  

⑤移住  

  

移住希望者向け補助金や先輩

移住者との交流支援。  

若い先輩移住者の協力確保が

困難。  
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分野  現状の取組  課題  

⑥子育て 

 

 

 

 

  

こども食堂※１２支援、フード

パントリー事業※１３、ファミ

リー・サポート・センター事

業※１４、子育てサークル・ボ

ランティア団体に対する補助

金交付など様々な支援を実施。 

こども食堂などの担い手不足、

ファミリー・サポート・センタ

ー事業におけるマッチングの難

しさ、地域連携の必要性。  

  

⑦ 健 康

スポーツ  

   

市民の健康づくり推進、食生

活改善推進員・運動普及推進

員の養成、地域活動支援。  

スポーツ団体・橿原市スポー

ツ協会・スポーツ推進委員と

連携し大会運営や指導支援を

通して、生涯スポーツ振興を

推進。  

団体会員の高齢化・減少。スポ

ーツを「支える人」が不足。次

世代人材の確保が課題。  

 

 

 

  

⑧福祉  

 

 

  

老人クラブ支援、一人暮らし

高齢者の見守り活動、地域見

守りネットワーク事業協定締

結※１５。  

老人クラブ数の減少や民生委員

や団体の高齢化、担い手の

固定化、次世代の確保が課題。 

  

⑨環境  

 

 

 

 

 

 

  

地球温暖化対策地域協議会

「エコライフかしはら」は、

市民・事業者・行政の幅広い

連携と協働のもと環境講座・

研修会・パネル展・ウォーキ

ングを実施し啓発。  

 

  

協議会の認知度が十分に浸透し

ておらず、活動が限られた層に

とどまっている。活動内容を広

く伝えるための周知に工夫が求

められる。また、現在は団体中

心の構成で、個人の参加のあり

方についても検討を進めること

が必要。  

⑩公園  

 

  

市の管理する公園において地

域自治会等と公園管理協定※

１６締結、日常管理を協働。  

自治会の高齢化による管理困

難、草刈り・清掃回数の減少や

市の代行が増加。  
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分野  現状の取組  課題  

⑪住宅  

 

 

 

 

 

  

自治会からの推薦者に空家コ

ーディネーター※１７研修を受

講していただき認定、地元と

行政の橋渡しをしていただき

空き家の早期発見・対応を実施。  

 

  

空き家コーディネーターは、空

き家の所有者の同意なく空家に

立ち入ることが困難で、対応で

きる範囲に限界がある。自治会

において継続して空家コーディ

ネーターを推薦する必要が生じ

ることが課題。  

⑫教育  

 

  

ボランティアと職員が協働で

企画・運営する図書事業（各

種行事・おはなし会）を展開。 

多様な市民ニーズへの対応  

ボランティアの担い手の確保と

育成。  

 

共通の課題として  

・部局ごとに取組みはあるが、部局間での情報共有や横断的な連携が  

不足  

・高齢化や会員数の減少、会員の固定化による担い手確保が課題  

・市の財政状況が厳しくなる中で、財源（補助金等）と事業効果の  

見える化が求められる  

 

（２）目指す姿   

・キャッチコピー：「ともにそだてる、わたしたちのまち」  

・基本理念   ※橿原市第 4 次総合計画 11 市民協働より  

市民が自らの意思と責任のもと地域の活動に参加しています。「自分た

ちの地域は自分たちでつくる」という意識を持ち、市民と行政が信頼関

係を築き、協働による持続可能なまちづくりを実現します。  

 

目指す姿（一例）の要点  ※部局への調査結果  

分野  目指す姿  

①防災  

  

市民と共に防災協働社会を実現し、生命・身体・財産を災

害から守る体制を整備する。   
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分野  目指す姿  

②官民連携 

  

資源を有効活用した協働活動を推進し、地域活性化と市民

サービス向上を図る。   

③市民協働 

 

  

市民活動団体の活動に参加しやすい環境を整備し、世代継

承と活性化を実現し、市民と行政の信頼関係による協働を

推進する。  

④補助金制度  

  

市民協働の在り方と補助金制度を見直し、透明性を確保し

市民生活・福祉の向上に寄与する。   

⑤移住  

  

先輩移住者と行政が協力し、移住者交流やイベントを通じ

魅力ある移住施策を推進する。   

⑥子育て  

  

社会全体でこども・若者支援に関わる環境づくりに取り組む。  

  

⑦健康ス

ポーツ  

 

  

環境整備や健康に関する啓発を図り、地域団体等との連携

を強化し、心身の健康を増進する。  

誰もがスポーツに関わり、健康で豊かに暮らせるまちを目

指す。  

⑧福祉  

  

自助・互助・共助・公助の理念に基づき地域主体で見守

り・福祉活動を推進する。   

⑨環境  

 

 

現在関わっている団体との協力体制を維持・発展させなが

ら、環境に関心を持つ多様な主体が参加しやすい仕組みを

整備し、協議会の活動の裾野を広げていく。  

⑩公園  

 

地域住民が公園の日常管理に関わり、公園をより身近に感

じ、愛着を持って利用してもらうことを目指す。  

⑪住宅  

 

市民と行政が対等なパートナーとして空家問題の解決を目

指す  

⑫教育  

 

中南和の知の拠点として、地域に根ざした豊かな知性と心

を育み、市民の主体的な課題解決を支える図書館を目指す。 
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４  市民協働によるまちづくりの進め方   

  

（１）協働を進めるには  

 

  ①協働へのプロセス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話（聴く×話す）  

時間がかかり面倒

だが、より良い成果

のためには欠かすこ

とのできないプロセ

ス  

 共  有  ・・・地域の課題への気づき  

・守りたいもの、大切にしたいものを共有する  

《対話》「何が問題・課題ですか？」  

 共  感  ・・・人と人を結びつける  

・より多くの人に話し合いに参加してもら

い、一緒に考える  

《対話》「あなたは、何ができますか？」  

（合意形成・役割分担）  

 共  働  ・・・課題解決のための行動    

・事業や活動そのものが目的になってはいけない  

・課題解決のために、役割分担に基づいて行動する  

 共  創  ・・・結果と評価（ふり返り）  

・結果について、市民と行政が一緒に評価（ふり

返り）を行う  

⇒新たな課題を発見する   

⇒より良い街づくりを目指す  

この部分のみを指

して、「協働」と捉え

ることが多いが、実

はそうではない。  

※ 対 話 を 経 な い 事

業・活動は、成功し

ない。  
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②協働を深めるために  

協働は、「何をやるか」ではなく「なぜ・何のためにやるか」から始まり  

ます。  

・まず、地域の課題や気づきを共有し、解決に向けて「どう進めるか」

を話し合うことで共通理解を深める。  

・「市民活動交流広場」や「ホームページ」などを活用し、気づきを共有

できる場を広げる。  

・話し合いの結果、目的や進め方に合意できない場合は無理に協働しない。  

・協働の目的は、事業を一緒に行うことではなく、課題をより良く解決する。 

 

（２）環境づくり  

市民協働をより円滑にするために、以下のような環境づくりを目指し

ます。  

①  活動拠点の現状と課題   

１  橿原市市民活動交流広場の概要  

・開設：平成 23 年 4 月、市民公益活動の拠点  

・目的：活動拠点の提供、情報提供、人材育成  

・主な機能：交流スペース提供、設備貸出（印刷機・パソコン  

等）、支援事業（出前講座※１８、ボランティア啓発）  

２  課題  

・コロナ禍で利用者減少しコロナ禍前の水準までは回復せず。  

・団体構成員の高齢化、会員数減少。  

・若年層の参加や新規活動のきっかけづくりに対する効果的な  

マッチングが難しい。  

３  今後の方向性  

・若年層向けのイベントや体験機会の提供  

・SNS※１９などデジタル媒体を活用した情報発信強化  

・地域団体と連携した次世代人材の育成・参加促進  
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②  人材育成  

１  コーディネーター（市民活動相談員）※２０の配置  

市民活動交流広場に市民活動相談員（コーディネーター） 

を配置  

・専門知識に基づき、市民や団体の活動をサポート  

・今後は、SNS 活用やオンラインでの情報発信支援能力の  

向上が求められる  

２  ボランティアの育成  

・市民活動交流広場にて、ボランティア養成講座・市民活動  

講座を継続し実施  

・新たな担い手不足や高齢化への対応  

・初心者にもわかりやすく、実践的な学びと交流の場を提供  

③  行政支援  

・目的  

市の財政支援は、市民活動団体が実施する公益性のある活動の自

立支援を目的としています。  

・将来の自立に向けた支援  

予算の範囲内での支援、団体の自立を促進するための指導やアド

バイスを行います。例えば、団体の運営能力を高めるための講座、

他団体とのネットワーク構築支援などが含まれています。  

   また、支援を通じて団体が自己運営できるようになることを目指

し、行政は持続可能な運営体制の支援を行います。  

④  情報共有・発信  

・市民活動団体と行政の情報共有を推進  

・市民活動交流広場を通じて、活動紹介や情報発信（情報誌、  

Web、SNS）  

・市民活動団体紹介、活動報告、市の事業情報提供により相互  

理解・連携強化  

⑤  協働事業の評価  

市民活動交流広場運営協議会を開催し、広場の運営状況などにつ  

いて報告・意見交換を行うものとなります。成果や課題を共有し、
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それらを今後の運営改善に反映させ、事業資質の向上を図るために

活用するものとなります。  

⑥  地域における市民協働支援  

市民が、地域において身近に相談でき、また市民や地域の声を把握

し、行政に反映できるようなしくみづくりや環境づくりに努めます。

市民が必要とされる情報や手続きをなるべく分かりやすく提供する

とともに、行政として、地域における市民活動を後押しするため、

市民ニーズの把握、行政が持つノウハウの提供、人材の育成、相談

しやすい環境づくりに努めます。  
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５  市民協働の体制づくり   

市民協働を推進していく上で欠かすことのできない考え方や姿勢につ

いて触れ、協働に関する知識を実践に活かせる体制を作っていきます。  

 

（１）行政の役割と姿勢  

行政は「協働のまちづくり」を推進する重要な役割を担います。  

・職員一人ひとりが研修や実践を通じ、市民協働に対する理解と実  

践力を高める  

・従来の行政主導型から脱却し、市民の多様なニーズに柔軟に応える

姿勢を持つ  

・市民活動に関心を持ち、情報を積極的に共有しながら協働型の行政

への転換を図る  

 

（２）市民の意識と関わり方   

市民一人ひとりが地域課題に関心を持ち、主体的に関わることが協  

働の原動力となり、こうした行動により、まち全体の協働力を高めます。 

・「自分には関係ない」ではなく、「自分ごと」として地域と関わる  

・身近なところから活動に参加し、その輪を周囲に広げる  

 

（３）地域（自治会など）   

自治会や地域団体は、地域特有の課題に最も近い存在です。  

・地区公民館※２１等を拠点に、防災・防犯・福祉・環境など多様な課

題に取り組む  

・より多くの住民が参加できるよう、世代間交流や住民同士のつな  

がりを深める仕組みづくりを行う  

・「地域でできることは地域で解決する」という互助・共助の文化を

継承・発展させる  
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（４）市民活動団体   

①  市民活動   

市民活動とは、市民が自発的に価値観や関心に基づいて行う活動  

で、医療や福祉、環境、まちづくりなど幅広い分野にわたります。

必ずしも公益的な活動に限定されず、消費者運動や反公害運動等の

ように当事者や関心を持つ人が自分の直面している課題の解決のた

め自発的に活動している場合も市民活動と定義されます。  

②  市民活動団体  

市民活動をする人が組織的、継続的に活動するために集まった団

体を市民活動団体と言います。市民活動団体は、自主自立の精神に

基づき活動し、地域の自治会や他団体と協働して地域活性化に貢献

します。  

③  ボランティアとＮＰＯ   

１  ボランティアとは  

・個人が報酬を目的とせず、技術や時間を提供して社会や地  

域に貢献  

・共通の目的で集まったグループは「ボランティア団体」と呼  

ばれる  

２  ＮＰＯ  

・「NPO」は Non Prof i t  Organ iza t i on（非営利組織）の略  

・営利を目的とせず、社会貢献性の高い活動を行う民間団体  

・狭い意味では「NPO 法人（特定非営利活動法人）」   

    ・広義には以下のような非営利団体も含まれます。  

公益法人（社団法人・財団法人）、社会福祉法人  

学校法人、医療法人、宗教法人  

政党、労働組合、同窓会、町内会など  

３  ボランティアとＮＰＯの関係  

ボランティアと NPO は、ともに「地域や社会をより良くした  

い」という公益的な志に基づく自発的な活動である点で共通して

いますが、次のような違いがあります。  
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◆ボランティアと NPO 

 ボランティア  市民活動団体（ＮＰＯ）  

対象  個人  組織（団体）  

目的と評価  

・社会への貢献  

・地域の一員としての  

実感  

・作業の達成感  

・使命（課題解決）のため

にひとつの志の下に集まる  

・活動の継続・拡大  

・支援者からの共感  

活動の責任  
個人の責任で活動  

 

規約・定款などに基づく  

組織的活動  

活動形態  
一人または少人数でも  

可能  

組織的・継続的な運営が  

基本  

法人格  
原則無（任意）  

 

任意団体または法人格を  

取得する場合あり  

報酬・収益  
原則無  

 

収益をあげることもできる

が個人には分配しない  

スタッフ   
専従スタッフ  

 

収益活動の  

必要性  

原則無  

 

組織維持のため必要な場合

が多く、重要  

自立性・自発性 
自主・自発性、社会貢献性、自己実現性、連帯性、柔

軟性、先駆性など基本的な部分で共通  

 

NPO の多くは、個人のボランティア活動からスタートし、同じ志を持

つ人が集まり、目標を共有しながら組織化されていくというプロセスを

たどります。  

したがって、ボランティアと NPO は対立する存在ではなく、むしろ連

携・発展し合う関係にあります。どちらも市民協働の担い手として、地

域課題の解決やまちづくりに大きく貢献しています。    
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６  これからの市民協働   

－  ともにそだてる、わたしたちのまち  —  

 

私たちのまちは、行政だけでなく、市民や地域、市民活動団体、企業

などが力を合わせてつくっていくものです。  

それぞれが意思を持って地域に関わり、役割と責任を果たしながら、

対話と協力を重ねることで、地域課題の解決とまちの活性化を目指しま

す。  

 

（１）相互理解の促進  

課題を共有し、連携・協力して理解を深めます。  

・市民活動団体向けの情報誌発行や講座で情報を届ける  

・出前講座で関心の高いテーマを学ぶ機会をつくる  

・活動や事業の成果・課題を共有し、相互理解と信頼関係を深める   

 

（２）協働しやすい環境づくり  

多様な主体が集い、活動できる場と人材を育てます。  

・市民活動交流広場の活性化と活用促進  

・地域を担う新たな人材の育成・発掘  

・市民活動団体とのマッチング支援  

・SNS や Web を活用した情報交換、発信の場の整備  

 

（３）協働の体制づくり  

連携を円滑に進める仕組みを整えます。  

・庁内の連携体制を強化し、協働事例を共有  

・市民や地域と協働で実施できる事業を検討し、市民サービス向上を

図る  

・活動や事業の評価・振り返りを行い、改善に活かす   
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（４）参加しやすい入口の明示  

市民が活動に参加しやすいよう、具体的な方法を示します。  

・市民活動交流広場の利用（打ち合わせ・情報交換・設備貸出）  

・ボランティア講座や市民活動講座への参加  

・地域イベントや防災・福祉・環境活動への参加  

 

（５）これからの市民協働とは「ともにそだてる、わたしたちのまち」  

  多様な人々が力を合わせる協働の輪を広げ、持続可能で活力あるま

ちをみんなでつくっていきましょう。  
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旧市民協働指針の成果  

※旧指針の「環境づくり」の内容の検証  

 旧指針掲載内容  補足事項  取組  

状況  

①活動拠点  橿原市市民活動交

流広場  

活動拠点  

情報の提供  

人材育成  

実施  

②人材育成  コーディネーター  有資格者（ボランティアコー

ディネーション検定３級）を

配置  

実施  

ボランティア  市民活動講座の実施  実施  

③財政支援  助成金制度  市民活動公募事業支援補助金 実施  

地域交流事業支援補助金  廃止  

子育て支援事業補助金  実施  

④市民協働推進 市民協働推進事例  エコフェスタ  廃止  

地域子ども教室  実施  

⑤情報共有・

発信  

情報誌の発行  ナビコンパスの発行  実施  

ホームページの掲載  実施  

市民活動団体と行

政の情報の共有  

SNS での発信  

登録団体へのメール送信  

公共施設へのチラシ配布  

実施  

⑥協働事業評価 市民と行政が協働

で実施  

評価を行政施策に

反映  

情報公開の実施  

市民活動交流広場運営協議会

の開催  

実施  

⑦地域アドバ

イザーなど  

地区公民館への職

員の配置  

行政ノウハウの提供  

市民が気軽に相談  

新規活動支援  

未実施  
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協働の取組一覧【一例】  

市民と行政・公益団体・民間事業者との連携事例  

部名  

（課名）  

事業  協働の取組  

 

（危機管理課）  

各 種 企 業 等 と の

防災協定  

地震や風水害による災害発生時に迅速な

対応が出来るよう、民間企業や関係機関

等と防災協定を締結。  

企画戦略部  

（企画政策課）  

各 種 企 業 及 び 学

校法人との協定  

市民・行政・地域団体等がそれぞれ有す

る人的・知的・物的資源を有効に活用

し、相互に連携・協働することにより、

地域課題に適切に対応し、活力ある地域

社会の形成と発展、並びに市民サービス

の向上を図る。  

企画戦略部  

（人権政策課）  

各種団体への協力 ・橿原人権ネットワークが実施する各種

事業に協力（後援、補助）。  

・男女共同参画推進団体が実施する事業

に協力（協力、共催）。  

総務部  

（市民協働課）  

結婚活動支援事業 結婚を希望する方が相談できる場所とし

て結婚サポーターによる婚活ルームを開

催。また、出会いの場の提供として縁結

び制度を実施。  

魅力創造部  

（観光政策課）  

橿 原 夢 の 森 フ ェ

スティバル  

一般社団法人橿原青年会議所と実行委員

会形式で地域住民の主体的な参加を基盤

とした市民参画型のまつりを実施。  

魅力創造部  

（昆虫館）  

イベントの実施  ボランティア団体による昆虫館でのイベ

ントや昆虫館周辺の里山整備を実施。  
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部名  

（課名）  

事業  協働の取組  

こども部  

（こども政策課） 

こ ど も 食 堂 支

援事業  

 

 

 

こども等の居場所や食事の提供機会の安

定的な確保を図るため、市内のこども食

堂の運営者に対し、こども食堂開催支援

金を交付し、こども食堂の経済的負担を

軽減している。  

橿 原 市 フ ー ド

パントリー事業 

認定NPO法人 ※ ２ ２フードバンク奈良と

協定を締結し、連携して食品を必要とし

ているひとり親世帯等に対しフードドラ

イブやフードボックスで集めた食品を配

布するフードパントリー事業を実施し、

こどもの貧困対策と子育て支援に繋げて

いる。  

こども部  

（こども家庭課） 

フ ァ ミ リ ー ・

サ ポ ー ト ・ セ

ンター事業  

子育てを支援して欲しい方と子育てを応

援したい方が、それぞれ依頼会員・援助

会員となり、地域で子育てを助け合う相

互援助活動に関し、連絡・調整を行って

いる。  

子 育 て サ ー ク

ル ・ ボ ラ ン テ

ィア事業  

子育てサークル・ボランティア団体の活

動に対して補助金を交付。また、団体の

活動時に保育士派遣を行うなどの支援を

実施。  

健康スポーツ部  

（健康増進課）  

事業支援  団体による食生活改善啓発活動及び健康

づくりのための運動普及活動の事業支

援。  

健康スポーツ部  

（スポーツ推進課） 

イベントの実施 総合型スポーツクラブ等と連携し、多く

の方が参加できるスポーツイベントを実

施。  



- 27 - 

部名  

（課名）  

事業  協働の取組  

福祉部  

（福祉総務課）  

各 種 団 体 等 の

協働事業  

老 人 ク ラ ブ 連 合 会 へ の 支 援 や 民 生 委

員による高齢者の見守り活動の実施。 

地域見守りネットワーク協定締結事業者

による地域での見守り活動を実施。  

福祉部  

（長寿介護課）  

地 域 包 括 ケ ア

システムの醸成 

高齢者やその家族ができる限り地域で安

心して暮らし続けられるよう、保健・医

療 ・ 福 祉 関 係 者 や 地 域 の 各 種 団 体 、

NPO法人や住民が連携し、サービスを

一体的に提供していくためのネットワー

クを構築するため、地域包括支援センタ

ーや街の介護相談室を設置し相談体制の

整備等実施。  

環境部  

（環境政策課）  

橿 原 市 地 球 温

暖 化 対 策 地 域

協 議 会 「 エ コ

ライフかしはら」 

地域の環境保全と地球温暖化防止に向け

たプロジェクトの推進や普及啓発を目的

として、協議会会員が協働で取り組む環

境イベントの実施。  

都市マネジメント部 

（公園緑地課）  

公園管理協定  市管理の公園について、地域自治会等と

協定を結び、草刈・清掃等を 1 年を通し

行ってもらい、公園の面積に応じて報償

金を支払っている。  

都市マネジメント部 

（住宅政策課）  

空家等対策事業 空き家の適切な管理と利活用を推進する

ため、「橿原市空家等対策プラットホー

ム」を設立し、専門家団体と連携し、空

き家の課題に対し、専門的なアドバイス

と支援を提供。  

 

  



- 28 - 

部名  

（課名）  

事業  協働の取組  

教育委員会事務局  

（図書館）  

団体貸出  橿原文庫連絡会など、地域での読書活動

を支える団体に対し、図書の団体貸出を

実施。  

ビブリオバトル 橿原ビブリオバトル部と協力し、読書を

通じたコミュニケーションを支援する取

組としてビブリオバトルを実施。  

おはなし会  図書館ボランティアの会と橿原おはなし

の会と協力し、図書館で子どもの読書環

境を支える取組としておはなし会を実施。 

教育委員会事務局  

（人権・地域教育課） 

地 域 学 校 協 働

活動  

学校・家庭・地域が協働して子どもを育

てることを目的とし、市立小中学校２１

校にある地域学校協働本部へ事業を委託

している。授業や学校行事の支援活動、

登下校の安全見守り活動等校区の実態に

応じて多岐に渡っている。  
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各部の市民協働の現状・課題・目指す姿【一例】  

部名  

（課名）  

分野別  現状  課題  目指す姿  

 

（危機管

理課）  

①防災  出前講座による

「地震への備

え」「風水害へ

の備え」「命を

守るための防

災」等の防災講

座を実施。消火

訓練・救命処置

訓練・煙体験訓

練や防災講座も

実施。  

市民の自助・共助

に対する一層の理

解や意識向上の機

会を確保する必要

あり。また、公助

としての避難所不

足や備蓄物資の確

保が困難な状況が

不安。  

市民と共に防災

協働社会を実現

し、生命・身

体・財産を災害

から守る体制を

整備する。  

企画戦略部 

（企画政

策課）  

②官民連携 民間企業等と連

携する包括連携

協定の取りまと

め。各部局と企

業の橋渡し役。  

協定を締結したも

のの、実際の取組

が不十分なものも

あり、協定が形骸

化しているケース

もある。  

資源を有効活用

した協働活動を

推進し、地域活

性化と市民サー

ビス向上を図る。 

総務部  

（市民協

働課）  

③市民協働 市民活動交流広

場を運営の中心

に、市民活動団

体への情報提供

や講座開催など

多様な支援を実

施。団体活動を

支援する補助金

あり。  

団体会員の高齢

化・減少、若年層

の参加が限定、次

世代への継承が課

題。役員負担によ

る運営の持続性に

不安。  

市民活動団体の

活動に参加しや

すい環境を整備

し、世代継承と

活性化を実現

し、市民と行政

の対等な信頼関

係による協働を

推進する。  
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部名  

（課名）  

分野別  現状  課題  目指す姿  

財務部  

（財政課） 

④補助金

制度  

補助金・助成

金・交付金の予

算査定や補助金

制度の見直しを

通じて間接的に

市民協働に関

与。  

長期間の補助と社

会情勢の変化によ

る当初の補助目的

からの乖離、既得

権化、自立性や自

主性の阻害、市が

事務局業務を代行

するなど不適切な

ものがある。  

市民協働の在り

方と補助金制度

を見直し、補助

金等の透明性を

確保し市民生

活・福祉の向上

に寄与する。  

魅力創造部 

（地域振

興課）  

⑤移住  移住希望者向け

補助金や先輩移

住者との交流支

援。  

若い先輩移住者

の協力確保が困難。 

先輩移住者と行

政が協力し、移

住者交流やイベ

ントを通じ魅力

ある移住施策を

推進する。  

こども部  

（こども

政策課）  

⑥子育て  こども食堂支

援、フードパン

トリー事業・フ

ァミリー・サポ

ート・センター

事業、子育てサ

ークル・ボラン

ティア団体に対

する補助金交付

など様々な支援

を実施。  

こども食堂などの

担い手不足、ファ

ミリー・サポート・

センター事業にお

けるマッチングの

難しさ、地域連携

の必要性。  

社会全体でこど

も・若者支援に

関わる環境づく

りに取り組む。  
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部名  

（課名）  

分野別  現状  課題  目指す姿  

健康スポ

ーツ部  

（健康増

進課）  

⑦健康ス

ポーツ  

市民の健康づく

り推進、食生活

改善推進員・運

動普及推進員の

養成、地域活動

支援。  

団体会員の高齢

化・減少、役員負

担、運営の持続性

に不安あり。青壮

年期の参加促進。  

市民の主体的健

康づくりを支援

し、健康に関す

る啓発を図り、

地域団体と連携

して心身の健康

を増進する。  

健康スポ

ーツ部  

（スポー

ツ推進課） 

⑦健康ス

ポーツ  

スポーツ団体・

橿原市スポーツ

協会・スポーツ

推進委員と連携

し大会運営や指

導支援を通し

て、生涯スポー

ツ振興を推進。  

スポーツを「支え

る人」が不足、支

える活動に参加し

やすい環境の整備

が必要。  

誰もがスポーツ

に関わり、心身

とも健康で豊か

に暮らせるまち

を目指す。  

福祉部  

（福祉総

務課）  

⑦  ⑧福祉  老人クラブ支

援、一人暮らし

高齢者の見守り

活動、地域見守

りネットワーク

事業協定締結。   

老人クラブ数の減

少や民生委員や団

体の高齢化、担い

手固定化、次世代

の確保が課題。  

自助・互助・共

助・公助の理念

に基づき地域主

体で見守り・福

祉活動を推進する。 
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部名  

（課名）  

分野別  現状  課題  目指す姿  

環境部  

（環境政

策課）  

⑨環境  地球温暖化対策

地域協議会「エ

コライフかしは

ら」は、市民・

事業者・行政の

幅広い連携と協

働のもと環境講

座・研修会・パ

ネル展・ウォー

キングを実施し

啓発。  

協議会の認知度が

十分に浸透してお

らず、活動が限ら

れた層にとどまっ

ている。活動内容

を広く伝えるため

の周知に工夫が求

められる。また、

現在は団体を中心

の構成で、個人の

参加のあり方につ

いても検討を進め

ることが必要。  

現在関わってい

る団体との協力

体制を維持・発

展させながら、

環境に関心を持

つ多様な主体が

参加しやすい仕

組みを整備し、

協議会の活動の

裾野を広げていく。 

都市マネ

ジメント部 

（公園緑

地課）  

⑩公園  市の管理する公

園において地域

自治会等と管理

協定締結、日常

管理を協働。  

地域住民の高齢化

による管理困難、

草刈り・清掃回数

の減少や市の代行

が増加。  

地域住民が公園

の日常管理に関

わり、公園をよ

り身近に感じ、

愛着を持って利

用してもらうこ

とを目指す。  

  



- 33 - 

部名  

（課名）  

分野別  現状  課題  目指す姿  

都市マネ

ジメント部 

（住宅政

策課）  

⑪住宅  自治会からの推

薦者に空家コー

ディネーター研

修を受講してい

ただき認定、地

元と行政の橋渡

しをしていただ

き空き家の早期

発見・対応を実施。 

空き家コーディネ

ーターは、空き家

の所有者の同意な

く空家に立ち入る

ことが困難で、対

応できる範囲に限

界がある。自治会

において継続して

空家コーディネー

ターを推薦する必

要が生じることが

課題。  

市民と行政が対

等なパートナー

として地域の空

家問題の解決を

目指す。  

教育委員

会事務局

（文化芸

術振興課

・図書館） 

⑫教育  ボランティアと

職員が協働で企

画・運営する事

業（各種行事・

おはなし会）を

展開。  

多様な市民ニーズ

への対応。  

ボランティアの担

い手の確保と育成。 

中南和の知の拠

点として、地域

に根ざした豊か

な知性と心を育

み、市民の主体

的な課題解決を

支える図書館を

目指す。  

教育委員

会事務局

（人権・

地域教育

課）  

⑫教育  学校支援ボラン

ティアが、授業

や学校行事の支

援活動、登下校

の安全見守り活

動等を実施。  

学校支援ボランテ

ィアの担い手の確保。 

学校・家庭・地

域が協働して子

どもたちの学び

や成長を支える

活動を目指す。  
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用語解説   

No 用語  説明  

１  行政  行政とは、国や地方公共団体が市民の生活を支える

ために行う公共サービスの提供を指します。近年は

景気低迷や少子高齢化により財政状況が悪化し、多

様化する市民ニーズに行政だけで対応することが難

しくなっています。  

このため、限られた資源を効率的に活用し、市民や

地域、民間など多様な主体と協力する「共創」の取

り組みが重要です。さらに、自然災害やコロナ禍を

通じて明らかになった行政の限界を補うためにも、

「自助・互助・共助・公助」の役割分担や関係機関

との連携体制の強化が求められています。  

２  橿原市第４次

総合計画  

総合計画とは、橿原市が目指すまちの姿やそれを実現

するための取組みを示した、施政の指針となる重要な

計画です。橿原市第 4 次総合計画は、令和３年度から

の長期を展望する基本構想と、中期的な取組みをまと

めた基本計画で構成されるものです。  

３  ＩＣＴ  情報通信技術。インターネットやスマートフォンなど

を活用した情報のやり取りや仕組みのことです。  

４  コロナ禍  新型コロナウイルス感染症（COV ID -1 9）の世界的

な流行によって社会全体に大きな影響が及んだ状況を

指す言葉です。  

５  地縁組織  居住する地域の住民が、協同して地域に関わる活動を

する組織で、町内会、老人会、子ども会、P TA、隣組

が含まれます。  

６  自助・互助・  

共助・公助  

自助：一人ひとりが、自分たちでできることを行う。 

互助：家族や近隣住民など身近な人同士の助け合い。 

共助：自治会やボランティア団体など組織的に行う助

け合い。  

公助：行政が行う支援やサービス。  
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No 用語  説明  

７  地域コミュニ

ティ  

居住地域を同じくし、利害を共にする共同社会のこと

です。  

８  官民連携  行政（官）と民間企業や団体（民）が協力して課題解

決や事業を進める仕組みのことです。  

９  包括連携協定  市と民間企業、大学、団体などが、地域課題の解決や

まちづくりの推進に向けて、互いの強みや資源を活か

し、幅広い分野で協力するための協定です。  

１０  既得権化  本来は一時的な権利や利益であったものが、長い間続

くうちに固定化されてしまい、あたかも当然の権利の

ように扱われる状態を指します。  

１１  自立性阻害  本来自分たちで考え、行動すべきことが、外部の支援

や指示に依存してしまうことで、自分たちの力で物事

を進められなくなる状態を指します。簡単に言うと、

『自分でやる力が育たない』ということです。  

１２  こども食堂  こどもたちへの食事の提供が行われていますが、地域

の実情に合わせてそれぞれ実施されています。また、

食事の提供のみならず、こどもを真ん中に置いた多世

代交流の地域の居場所としての機能も期待されていま

す。  

１３  フードパント

リー事業  

経済的な困難などにより食料の確保に課題を抱える

人々へ、食品を無料で直接配布する事業です。  

１４  ファミリー・

サポート・セ

ンタ—事業  

子育てを支援して欲しい方と子育てを応援したい方が

それぞれ依頼会員・援助会員となり、地域で助け合う

子育て支援活動に対し、連絡や調整等を行う事業です。 

１５  地域見守りネ

ットワーク事

業協定  

一人暮らし高齢者をはじめ地域の皆様が、住み慣れた

地域で安心して生活できるよう、地域社会全体で見守

る体制を確保することにより、地域から孤立すること

を防止し、異変を早期に発見して必要な援助を行うこ

とを目的として、橿原市地域見守りネットワーク事業

に参画する協力事業者と市が結ぶ協定のことです。  
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No 用語  説明  

１６  公園管理協定  市と地域自治会・町内会等の間で、公園・緑地の草刈

や草引き、清掃などの日常的な維持管理について締結

する協定です。  

１７  空き家コーデ

ィネーター  

地域で空家等となっている住宅や今後空家等になる恐

れがある所有者等に対して、行政と連携・調整を行う

とともに、適切な助言をする役割を担うひとのことを

言います。  

１８  出前講座  橿原市の職員や市民活動団体が地域や団体先などに直

接出向いて、講座や研修を行う仕組みです。参加者が

会場に行かなくても学べる機会を提供することが目的

です。  

１９  SNS  ソーシャルネットワーキングサービス（Soc i a l  

Ne two rk ing  Se rv i c e）の略で、インターネット

上で人と人がつながり、情報や意見、写真や動画など

を共有できるサービスのことです。  

２０  コーディネー

ター  

仲介、調整することです。よく使われる「ボランティ

アコーディネーター」は、ボランティアを必要とする

人と活動したい人をつなぎ、関係機関と連携・調整し

ながら、活動が円滑に進むよう支援する役割を担う人

のことを言います。  

２１  地区公民館  地区公民館は、地域住民が『つどい』、『まなび』、『む

すび』、『つくる』、『さがす』の 5 つの目標を持ち、地

区の実状にあった公民館活動を推進しています。各地

区公民館は、平成 1 8 年度より、各地区自治委員会及

び自治会が指定管理者として管理・運営しています。  

２２  認定 NPO 法人 「運営組織や事業活動が適切で公益性が高い」と所轄

庁から認定された特定非営利活動法人（NP O 法人）

のことです。認定を受けることで、寄付者への税制優

遇措置など、NPO  法人と寄付者の双方にメリットが

生まれます。  
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市民活動交流広場での活動の様子【一例】  

 

夏の寺小屋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動コーディネーターによるボランティア講座  
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橿原市市民活動推進会議規則  

平成 24 年 12 月 27 日規則第 78 号  

橿原市市民活動推進会議規則  

（設置）  

第１条  この規則は、橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成 24 年

橿原市条例第 23 号）第７条の規定に基づき、橿原市市民活動推進会議

（以下「推進会議」という。）の組織及び運営について必要な事項を定め

るものとする。  

 

（組織）  

第２条  推進会議の委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(１ )  公募した市民  

(２ )  市民活動団体の代表者  

(３ )  学識経験を有する者  

(４ )  前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者  

 

（会長及び副会長）  

第３条  推進会議に、会長及び副会長１人を置く。  

２  会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指

名する。  

３  会長は、推進会議を代表し、その会務を総理する。  

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

 

（任期）  

第４条  委員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。  

２  委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  
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（会議）  

第５条  推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。  

２  推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。  

３  推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。  

 

（その他）  

第６条  この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項

は、市長が定める。  
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橿原市市民協働庁内推進委員会設置規程  

 

平成 2 2 年 1 1 月１日訓令甲第 1 9 号  

改正  

平成 2 3 年４月１日訓令甲第８号  

平成 2 4 年４月１日訓令甲第 1 4 号  

平成 2 6 年４月１日訓令甲第 1 0 号  

平成 2 8 年４月１日訓令甲第 2 1 号  

平成 2 9 年３月 3 1 日訓令甲第 1 2 号  

令和２年３月 3 1 日訓令甲第 3 9 号  

令和３年９月６日訓令甲第 3 0 号  

令和４年３月 3 1 日訓令甲第 1 6 号  

令和５年３月３日訓令甲第４号  

令和６年３月 2 9 日訓令甲第 1 7 号  

令和７年３月３１日訓令甲第２４号  

 

橿原市市民協働庁内推進委員会設置規程  

（設置）  

第１条  「市民と行政の協働を進めるまち」の推進に向け、その具体的な事

業内容やその取組について調整及び検討を行うため、橿原市市民協働庁内推

進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条  委員会が所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。  

(１ )  橿原市市民協働指針の策定に関すること。  

(２ )  市民と行政の協働を進めるための事務事業の調整に関すること。  

(３ )  その他市長が市民協働の推進に関し必要と認めること。  

（組織）  

第３条  委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。  

２  委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。  

３  委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。  

（委員長及び副委員長）  
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第４条  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

２  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代

理する。  

（会議）  

第５条  委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。  

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の

出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。  

（実務担当者部会）  

第６条  委員会に、委員長が指示した事項について検討を行うとともに、市

民と行政の協働を進めるための方策について調査研究を行うため、実務担当

者部会（以下「部会」という。）を置く。  

２  部会は、部会長、副部会長及び部会委員をもって組織する。  

３  部会長は、市民協働課長をもって充て、副部会長は、部会委員の中から

部会長が指名する。  

４  部会委員は、副委員長及び委員（指揮監督する課等の数が２未満の委員

を除く。）のそれぞれが指揮監督する所属職員の中から１人を推薦し、その

推薦された者をもって充てる。この場合において、推薦する所属職員は、課

長補佐の職にある者とする。  

５  部会委員の任期は、２年とし、再選を妨げない。ただし、部会委員が人

事異動等により欠員となった場合は、当該職員が所属する課等の長から推薦

を受けた職員を部会委員に充てるものとする。この場合における補欠部会委

員の任期は、前任者の残任期間とする。  

６  部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。  

７  部会長は、部会の会議の結果を委員会の会議において報告するものとす

る。  

（庶務）  

第７条  委員会の庶務は、市民協働課において処理する。  

（その他）  

第８条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が定める。  
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別表（第３条関係）  

所属  職名  

 危機管理監  

企画戦略部  企画戦略部長  

財務部  財務部長  

魅力創造部  魅力創造部長  

こども部  こども部長  

健康スポーツ部  健康スポーツ部長  

福祉部  福祉部長  

環境部  環境部長  

都市デザイン部  都市デザイン部長  

都市マネジメント部  都市マネジメント部長  

教育委員会事務局  教育委員会事務局長  

下水道部  下水道部長  

議会事務局  議会事務局長  
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橿原市市民協働指針～改定までのスケジュール  

 

 

年月日  主な内容  

令和７年８月  

  

橿原市市民協働庁内推進委員会  

第１回「担当者部会」を実施  

令和７年１０月  

  

橿原市市民協働庁内推進委員会  

第２回「担当者部会」を実施  

令和８年１月  

  

「橿原市市民協働庁内推進委員会」  

を実施  

令和８年２月（予定）  

  

「橿原市市民活動推進会議」  

令和７年度第３回会議を実施  

令和８年３月（予定）  

  

パブリックコメントを実施  

  

令和８年５月（予定）  

  

「橿原市市民活動推進会議」  

令和８年度第１回会議を実施  

令和８年６月（予定）  

  

「橿原市市民協働指針」改定  
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橿原市市民協働指針 

平成 25 年 3 月 

令和８年６月改定 

編集・発行 橿原市（総務部市民協働課） 

※市民活動についてのお問合せは下記まで     

    橿原市市民活動交流広場（愛称；ナビコンパス） 

〒634-0804 橿原市内膳町 1-6-8 橿原市観光交流センター5階 

Tel;0744-47-2380 Fax;0744-47-2381 

Ｍail；navicom@city.kashihara.nara.jp 

HP；https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1025/2_1/index.html  

 

 

橿原市市民活動推進会議委員名簿   

 

 

№  役職  氏名  選出分野  

1  会長  岡田  龍樹    （H21 .11 .9～）   
学識経験者   

天理大学副学長  

2  副会長  桝谷  佐千代（R 2 .６ .２２～）  橿原市自治委員連合会  会長  

3  委員  大杉  和子  （R６ .７ . 1～）   
橿原市ボランティア連絡協議会 

会長  

4  委員  濱田  しま子（R 2 .４ .１～）   
橿原市ＮＰＯ法人連絡会   

代表  

5  委員  山本  晃平   （R８ . 1 .1～）   
（一般社団法人）  

橿原青年会議所  理事長  

6  委員  棚橋  美枝子（H28 .７ . 1～）  ＮＰＯ法人日本結婚教育協会  

7  委員  黒田  浩子   （R 5 .7 .1～）  市民より公募  

8  委員  和田  光弘   （R 7 .7 .1～）  市民より公募   

 

 

 

 

 

 

 


